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ほうれん草たった40gで子どもに急性中毒リスク発生
厚生労働省の残留農薬基準案撤回へ申し入れ

　ネオニコチノイド系農薬の一つであるクロチアニ
ジンの残留農薬基準値を緩和しようとしている厚生
労働省に対して、２月３日、国民会議は国際環境Ｎ
ＧＯ「グリーンピース」などと共同で申し入れを行
いました。（下の写真）
　問題になっている残留基準の見直しでは、例えば
ほうれん草について、たった40g食べるだけで、子
どもが急性中毒を起こしかねない基準値が設定され
ようとしています。
　2013年６月26日の「薬事・食品衛生審議会食品衛
生分科会農薬・動物用医薬品部会」で残留基準値の
見直しが審議され、現在、基準値案のパブリックコ
メントが終了し、いつ施行されてもおかしくない状
況です。
　それぞれの野菜に残留基準値ぎりぎりの農薬が含
まれていた場合、年齢１〜６歳の子ども（平均体重
15.8㎏）が一度にどれくらい食べると、急性中毒の
リスクが出てくるかを調べてみました。
　ほうれん草では一株とちょっとで、子どもに急性
中毒のリスクが出てくる急性参照用量を超えます。
レタスは小玉の半分くらいの量です。みつば（一袋）、
小松菜（３株）、春菊（一袋）、セロリ（一本）にあ
たります。

　なぜ厚生労働省は、こんなとんでもない残留基準
値案を作ってしまったのでしょうか？　実は急性中
毒予防のための摂取基準値である急性参照用量が、
日本ではまだ公式には採用されていないからなので
す。アメリカやＥＵをはじめ諸外国では、すでに残
留農薬基準の制度の中に組み込まれているので、今
回のように、体重が小さい子どもや、大人でもほう
れん草をたくさん食べる人たちの間で、１回でも食
べると急性毒性が起こるリスクがあるとなれば、ほ
うれん草の残留基準値の見直しが行われます。

事務局・ジャーナリスト　植田　武智

　２月３日の厚労省の申し入れでは、「子どもが40g
食べたら急性中毒のリスクがでてくる」などの点を
問いただしたところ、基準審査課の横田雅彦課長補
佐と太田光恵課長補佐は「この問題は承知している。
それ以外のパブコメに寄せられた意見についても現
在精査している段階で、今回の基準値改正案に関し
て変更が必要という科学的知見があれば対応する。
もう少し時間をほしい」という回答でした。
　まったく門前払いということでもないが、残留基
準緩和を止めるということでもない。いつまでに判
断を下すというタイムリミットも定められていない
ため、予断を許さない状況が続いています。
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「安全なの？　低線量被ばく　
放射線の被ばくを避けるために」完成

　国や福島県から「100ミリシーベルト以下なら安
全」論が流布される中、会員の皆様からの「本当に
低線量放射線被ばくの健康影響は心配する必要がな
いのかという疑問や不安のお問い合わせをいただき
ました。
		「物言えぬ野生生物や次世代の子ども達」の声を代
弁することを目的としているダイオキシン・環境ホ
ルモン対策国民会議でも、この放射線被ばくの問題
に取り組まなければならないという決意のもとに完
成させたのがこのブックレットです。
　以下、ブックレットのはじめにから抜粋で、ブッ
クレットの概要をご紹介します。
　国民会議としては、まず国や県の「安全論」とは
異なる見解を持つ科学者の方からお話を聞く連続学
習会を開催し、安全論に対して慎重な考え方がある
ことを多くの市民にお知らせすることから始めるこ
とにしました。故綿貫礼子さん、吉田由布子さん、
井上達さん、今中哲二さん、崎山比早子さん、西尾
正道さんという、第一線で活躍されておられる方々
から大変貴重なお話をうかがうことができました。
この場を借りまして改めて厚く御礼申し上げます。
これらの講演録を収録したり、寄稿していただいた
のがブックレット第１章・第２章です。
　しかし、国・県では年間20mSvという高い線量を
基準にして避難政策が進められているのが実情でし
た。そこで、「少しでも被ばく線量を少なくするには、
避難基準の見直しを求めるとともに、食品摂取を通
じた被ばく量を少なくするのが有効である。そのた
めには、食品、特に今後も線量が急激に低下するこ
とはないと考えられる魚介類を中心に、国が公表し
たデータを分析し、汚染レベルや注意事項などを市
民にお知らせしてはどうか」ということになり、デー
タの分析を始めました。その結果をまとめたものが

第３章です。
　さらに、食品選択による内部被ばくの低減という
方法だけではなく、そもそも「100mSv以下は安全」
との誤った前提で進められている現行の事故対策を
抜本的に見直す必要があることは言うまでもありま
せん。そこで、事故対策の問題点を明らかにし、改
善のための提言をまとめたのが第４章・第５章です。
　放射能と日常的に向き合わざるを得なくなってし
まった今、一人ひとりの皆様のより良い自己決定の
ための参考にしていただくことができれば、関係者
一同望外の喜びです。

◇　◇　◇
　ご注文は、１冊850円（会員は500円）＋送料（１
部80円）です。ご注文は事務局へファクスかメール
で、必要部数と送付先ご住所、会員か非会員かを明
記を上お申し込みください。

ブックレット

（書籍目次）
第１章	 原発事故による人体への影響
１、「チェルノブイリ事故の健康影響と福島の子どもたち」
今中哲二氏講演録
２、「チェルノブイリ事故での子ども・女性への影響　事故
後25周年現地報告より」吉田由布子氏
３、「原子力推進派が無視する内部被ばくの危険性」西尾正
道氏講演録
第２章	 放射能のリスクとは
１、放射能と放射線の基礎知識　中地重晴氏
２、低線量放射線のリスクは疫学調査でも明らかにされて
いる　崎山比早子氏
３、核ＤＮＡを切断するだけでなく細胞を破壊する放射線
　黒田純子氏
４、「低線量放射線の次世代への影響」井上達氏講演録
第３章　食品汚染の現状　魚介類を中心に
１、食品の放射性物質についての基準値
２、食品中の放射性物質測定結果の概要
３、水産物調査結果の分析
４、キノコ類の放射性セシウム検査結果分析
第４章　事故対策の問題点
１、事故による避難政策の問題点
２、生かされていない原発事故子ども・被災者支援法
３、県民健康管理調査の現状と問題点
第５章　私たちの提言
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１．環境ホルモン問題は世界的な脅威

　1990年代後半、環境ホルモン問題が世界的に注目
を浴び、日本でも大きな問題として取り上げられま
したが、2000年に入ると「環境ホルモン問題は空騒
ぎ」と言われるようになってしまいました。しかし、
決して環境ホルモンは空騒ぎだったわけでも、終
わったわけでもありません。
　2002年、化学物質への国際化学物質安全性計画（Ｉ
ＰＣＳ）は、「内分泌攪乱物質の科学の現状に対す
る地球規模の評価」（2002年報告書）を発表しまし
た。その後も、世界では着々と研究が続けられてお
り、環境ホルモン問題は、当初の研究でわかってい
たものよりも、はるかに広範囲に、深刻な影響を及
ぼしていることが明らかになっています。「内分泌
攪乱物質の科学の現状2012年版」（2012年報告書）は、
世界環境計画（ＵＮＥＰ）と世界保健機構（ＷＨＯ）
が事務局となり、世界各国の環境ホルモン研究者で
構成されるワーキンググループが作成したもので、
2002年報告書から約10年間に新たに分かったことに

ついて、研究者らの共
同見解をまとめたもの
です。
　2012年報告書は、環
境ホルモン問題を「解
決をしなければならな
い世界的な脅威」と位
置づけ、予防原則に
のっとり、早急に対策
を取ることを求めてい
ます。非常に興味深く、

かつ、重要な報告書ですので、本ニュースレターで
概略をご紹介します。

「内分泌攪乱物質の科学の現状
2012年版」の紹介

　なお、2012年報告書は、約300ページにわたる大
部なものですが、意思決定者向けの要約版も用意さ
れています。国立医薬品食品衛生研究所のホーム
ページに、報告書全文（英語）、要約版（英語）と
要約版の日本語訳が掲載されています。以下のＵ
ＲＬから閲覧できますので、ぜひお読みください。
（http://www.nihs.go.jp/edc/houkoku/index.htm）

２．この10年で分かったこと

（１）人体への影響

　2002年報告書では、環境ホルモン問題について、
環境ホルモンが通常のホルモン分泌過程に影響を与
えることは明らかであり、いくつかの野生生物につ
いて悪影響を与えるということができるものの、人
体への悪影響については、当時は、まだ弱い証拠し
かないとされていました。
　しかし、2012年報告書では、生殖器の発達と機能
を制御するものから代謝や満腹を調節するものにま
で、幅広く、ホルモン系全体が環境ホルモンの影響
を受ける可能性があると考えられるようになりまし
た。具体的には、環境ホルモンは人にも悪影響を与
え、肥満、不妊、出生率の低下、学習・記憶障害、
糖尿病または心臓血管系疾患などのいわゆる生活習
慣病など、さまざまな疾病を引き起こしている可能
性があるということが分かってきました。
　過去10年間に研究の重点は、大人が環境ホルモン
にばく露したときに起こる病気から、胎児や子ども
など、発達期に環境ホルモンにばく露したことが、
その後、どのように影響を与えるかということとの
関連の研究に変わっています。たとえば、動物でも
人間でも、胎児期から思春期にかけて環境ホルモン
にばく露したことが、その後、生殖器疾患、内分泌
系に関連する癌、ＡＤＨＤなどの行動・学習障害、
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感染症、また肥満や糖尿病の増加に関係することを
示す研究結果が報告されています。	
　一つの物質だけでは問題が生じない場合であって
も、いくつもの環境ホルモンに同時にばく露される
ことで相加効果が生じる場合があることも明らかに
なりました。また、環境ホルモンは、濃度が濃くな
るほど影響が大きくなるというわけではなく、非線
形的な影響が見られることが確認されています。
　疫学的な研究結果からも、現在のばく露レベルで
内分泌系疾患または障害が発生していることから、
今まで安全と考えられていたレベルでは、もはや安
全ではないと考えられると指摘しています。
（２）野生生物への影響

　もちろん、野生生物への影響に対する研究も進ん
でいます。環境ホルモンは、世界中の野生生物の生
殖機能に悪影響を及ぼしています。両生類、哺乳類、
鳥類、爬虫類、淡水魚、海水魚、無脊椎動物の種が
絶滅したり、個体数が減少しています。環境ホルモ
ンがどのような役割を担っているのかを解明するこ
とはできていませんが、ＤＤＴやトリブチル錫など
の化学物質へのばく露が減少した地域で、鳥類や軟
体動物の個体数が増加したことなどから、環境ホル
モンが絶滅や個体数の減少と関係していることは明
らかと言えるそうです。
（３）多くの化学物質に環境ホルモンが含まれてい

ること

　2002年報告書の時点で分かっていたよりも、ずっ
と多くの化学物質に環境ホルモン作用があることが
認められています。2002年時点でも残留性有機汚染
物質（ＰＯＰｓ）に環境ホルモン作用があることが
分かっていましたが、それ以外に、農薬や植物エス
トロゲン、金属、医薬品、食品・パーソナルケア製
品・化粧品・プラスチック・繊維製品・建材などの
添加材や不純物等々、様々な種類の物質の中に環境
ホルモンが含まれていることが分かりました。野生
生物は、主に空気や水、土壌などを通じて環境ホル
モンにばく露しますが、人間は、食物や水、埃、空
気中のガスや粒子の吸入、皮膚吸収などにより、環
境ホルモンにばく露されています。野生生物でも人
間でも、母体から胎盤を通じて胎児に、あるいは母
乳により乳児に移行します。北極圏も含めて全世界
で、野生生物や人間の体内で数百種類の化学物質が

検出されています。市販の化学物質の数百種類に環
境ホルモン作用があることが分かりましたが、環境
ホルモンの試験を行っているのは、ごく一部にすぎ
ません。
　
３．過去の教訓から学ぶ

　2012年報告書は、次世代の健康を守る対策として、
毒性や病原性を持つ化学物質の使用を禁止すること
を挙げます。
　たとえば、クロルピリホスは小児の発達遅滞、注
意障害、ＡＤＨＤなどを惹き起こす強力な神経毒
性を持つことが証明されています。アメリカでは、	
2000年に有機リン系農薬クロルピリホスを住居で使
用することを禁じたところ、ニューヨーク州での小
児の血中濃度は１年で顕著に低下し、２年で半分以
下となったそうです。
　現在では住居で使用するクロルピリホスの製品の
製造は世界的に中止されていますが、野菜や果物の
殺虫剤としては使われています。
　2012年報告書は、不完全ではあっても注目すべき
データが存在するときには、重大な長期的障害が発
生する前に、予防原則を今以上に活用して化学物質
の使用を制限ないし禁止し、早期のばく露を低減す
る措置を取るべきだと述べています。

４．今後に向けて

　2012年報告書は、胎児や子どもを環境ホルモンか
ら守るためには、環境ホルモンがいつどのように作
用するのかの知識を深めることが必要だと指摘して
います。人間や生物が、一つの環境ホルモンではな
く、混合物質にばく露されたときにどうなるのか、
ばく露に対する敏感な時期があるのかというような
ことについての知見が必要です。また、大量にある
化学物質の環境ホルモン作用を調べるために試験法
を改良することや、環境ホルモンのばく露源やばく
露経路を特定したり、環境ホルモンへのばく露と健
康影響の関係を評価するための方法の開発なども求
められています。
　　　　　　　　　　　　　　　　（広報委員会）
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◎活動報告（13/12～14/02）
12月12日　運営委員会
01月09日　運営委員会
01月31日　「化学物質と環境に関する政策対
　話」へ参加（中下）
02月03日　クロチアニジン残留基準緩和問
　題で厚労省へ申し入れ
02月13日　2020年目標進捗状況に関する
　省庁ヒアリング
02月13日　運営委員会
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京オリンピックも仮設住宅で応援」という
ことになりかねない。
　ところで、推論の仕方には演繹法と帰納
法があるとされる。簡単にいうと、演繹法
はひとつの命題から出発する方法であり、
帰納法は具体的な事例から出発する方法で
ある。国民の生活のことを具体的に考える
には、帰納法が優れていると思う。
　オリンピックと震災。それらを帰納法的
にみると、ソチオリンピックの場合は、史
上最多の248人の選手団がソチへ行って競
技をすることであり、国民は、ただそれを
居間でテレビで見ているということ。自分
たちの日常生活には直接の関わりはない。
逆にこれを演繹的にみると、オリンピック
という「国家的事業」の存在が前提となり、
冒頭のマスコミのような報道の仕方になる。
　震災の場合も、これまで報じられてきた
ような津波や福島原発によるさまざまな悲
惨な災害の事実から出発して、その具体的
対策を講ずるのが帰納法的発想であろう。
　2020年の東京オリンピックについても、
震災や原発問題についても、国民の日常に
具体的にどのような関わりがあるのかとい
う発想を忘れてはならないと思う。
  「がんばろう日本」といういわば演繹的ス
ローガンによって、オリンピックと震災が
ひとくくりにされてはならない。

編集後記 広報委員長　佐和洋亮

がんばろう日本
～オリンピックと震災～

　このところ、連日、新聞やテレビではソ
チオリンピックを大々的に報じてきた。近
代オリンピックは、19世紀末、平和主義、
アマチュアリズムの高揚などのために始
まったとされるが、今や国威高揚のスポー
ツ世界大戦の感がある。誰しも真央ちゃん
が一生懸命滑る姿に声援を送る気持ちにな
るが、「今年はメダル何個」とか、「各国の
メダル獲得順位」などがやたら大きく報道
されるのは、その商業主義と相まって、こ
の平和の祭典の趣旨が、変質させられてい
る。
　間もなく３．１１から、まる３年になる。
マスコミは、そのことを大きく取り上げる
だろう。しかし、潮を引くようにある時期
からその報道が消えていくことは、この３
年間のマスコミの様子を見ればよくわかる。
　少し前に問題にされたことだが、東京オ
リンピックのための国立競技場の改築費は、
一応1338億円となったそうだ。現在、震
災により、家を追われている人は20数万人、
うち仮設住宅にはまだ10万人もの人が生活
をしている。仮に１軒当たり２千万円の住
宅を建てるとして、この国立競技場の改築
費で約７千戸分、３人家族として約２万人
分の家が建つ。このままでは、「６年後の東

　ニュースレターには紙版と別にＰＤＦ版があります。ＰＤＦ版の紙版との主
な違いは、会員の方へのメリットとして
　①写真や画像がカラー
　②紙版より数日早く届く
　③電子ファイルなので保存が楽、などのメリットがあります。
　また国民会議としても、現在の年会費 2000 円は、その大部分がニュース
レターの印刷・発送費になっているため、ＰＤＦ版の会員の方が増えることで、
それらの経費の削減され、調査や提言活動に回すことが可能になります。
　ぜひＰＤＦ版への変更をご検討いただきますよう、お願いいたします。
　変更のお申し込みは、メール（kokumin-kaigi@syd.odn.ne.jp）にて、件名
に「ニュースＰＤＦ申し込み」、本文に、お名前、メールアドレス、電話番号を
ご記入のうえ、お送りください。
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